
1 

 

 

 

一関市大型カルバート長寿命化修繕計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8年 3 月 
 

一 関 市 
  



2 

 

目次 

１．長寿命化修繕計画の目的 ..................................................... 1 

1.1 背景 ................................................................... 1 

1.2 対象施設 ............................................................... 1 

1.3 目的 ................................................................... 2 

２．長寿命化対象大型カルバートの概要 ........................................... 3 

３．健全性把握および日常的な維持管理に関する基本方針 ........................... 5 

3.1 健全性把握の基本的な方針 ................................................ 5 

４．長寿命化およびコスト縮減に関する基本方針 ................................... 7 

4.1 大型カルバートの修繕基本方針 ............................................ 7 

4.2 管理水準目標の設定 ...................................................... 7 

５．大型カルバートの対策....................................................... 8 

5.1 令和 7年度の定期点検結果 ................................................ 8 

5.2 点検結果に基づく分析結果 ................................................. 8 

６．大型カルバートの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は更新 ............... 9 

７．新技術等の活用 ........................................................... 10 

7.1 新技術活用等の方針 ..................................................... 10 

7.2 定期点検での新技術等の活用 ............................................. 13 

８．集約化・撤去 ............................................................. 16 

９．計画策定担当部署.......................................................... 17 

 

  



1 

 

１．長寿命化修繕計画の目的 
1.1 背景 

   一関市が管理する大型カルバートを表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 一関市管理の大型カルバート 

地域 路線名 施設名 延長(m) 幅員(m) 建設年次 交差施設 

一関 その他市道 八幡新山線 八幡跨道橋 12.00 9.00 2001 JR 東北本線 

一関 その他市道 三関下滝沢線 外山カルバート 42.00 10.50 2001 市道東工業団地線 

花泉 一級市道 砂子田城戸脇線 穴ノ沢跨道橋 26.70 7.00 2012 市道清水原一関線 

大東 その他市道 岩山線 外大久保カルバート 9.10 9.00 1998 市道払川峰通線 

千厩 その他市道 千厩病院線 萩の森跨道橋 7.10 18.70 1996 JR 大船渡線 

    

一関市では、日々の安全で快適な市民生活を支えるために道路整備に取り組んでき 

ており、令和 3年 3月現在で一関市が管理する大型カルバート構造物５施設を保有し 

ている。道路については、その機能維持が求められ個々の構造物の状態を把握して適切 

に判断し、時期を失することなく対策を行って機能喪失を未然に防止する必要がある。 

 また、予算制約下で適切に維持していくためには、深刻な損傷が発見された時点で修 

繕を行うという従来型の維持管理を脱し、計画的な点検、診断、修繕を行うことによっ 

て修繕費用の縮減・平準化する合理的なメンテナンスマネジメントの確立が急務とな 

っている状況である。 

 

 

1.2 対象施設 

   土被りが１ｍ以上で、内空に２車線以上の道路を有する程度規模のカルバートを大

型カルバートと定め長寿命化修繕計画の対象とする。 

 

  



2 

 

1.3 目的 

   安全で安心な道路サービスの提供を行うとともに、大型カルバートの耐用年数の延

長（以下「長寿命化」という）を図ることを目的とする。 

大型カルバートは小規模な損傷でも第三者被害につながることが懸念され、近接目

視点検により発見された小規模な損傷の段階で予防保全的な対策を行うことにより長

寿命化が図られる。大型カルバート施設数は５箇所であり、損傷の進行により第三者被

害が懸念される損傷について優先的に対策を実施し、対策時期および予算の平準化は

考慮しないものとする。 

 

  ［一関市で管理する大型カルバートの代表的な損傷］ 

 

 

損傷の例 損傷写真の例 

ひびわれ、漏水・遊離石灰 

 主な劣化要因：乾燥収縮 

        盛土部からの漏水 

 

 ※損傷の進行によりコンクリートの 

剥離及び鉄筋腐食の原因となる。 

 

剥離・鉄筋露出 

 主な劣化要因：凍害 

 

 ※劣化の進行により鉄筋腐食、断面減

少の原因となる。 

 

変色・劣化、漏水・滞水、変形・欠損 

 主な劣化要因：シール材の劣化 

 

 ※漏水の進行によりコンクリートの 

劣化、うき等の原因となる。 
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２．長寿命化対象大型カルバートの概要 

 対象大型カルバートは一関市が管理する５箇所を対象とする。 

 

表 2-1 長寿命化対象大型カルバート 

地域 路線名 施設名 延長(m) 幅員(m) 建設年次 交差施設 

一関 その他市道 八幡新山線 八幡跨道橋 12.00 9.00 2001 JR 東北本線 

一関 その他市道 三関下滝沢線 外山カルバート 42.00 10.50 2001 市道東工業団地線 

花泉 一級市道 砂子田城戸脇線 穴ノ沢跨道橋 26.70 7.00 2012 市道清水原一関線 

大東 その他市道 岩山線 外大久保カルバート 9.10 9.00 1998 市道払川峰通線 

千厩 その他市道 千厩病院線 萩の森跨道橋 7.10 18.70 1996 JR 大船渡線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

八幡跨道橋 

外山カルバート 

外大久保カルバート 

萩の森跨道橋 

穴ノ沢跨道橋 
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［一関市で管理する大型カルバートの現況写真］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八幡跨道橋 外山カルバート 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

穴ノ沢跨道橋 外大久保カルバート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萩の森跨道橋 
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３．健全性把握および日常的な維持管理に関する基本方針 

 

3.1 健全性把握の基本的な方針 

  ［1］健全性の把握 

   ①健全性の把握は「表 3-1 点検要領」に示す点検要領に基づき定期的な点検により 

把握する。 

 

   表 3-1 点検要領 

 

 

点検頻度の設定 

・定期点検は、５年に１回の頻度で実施することを基本とする。 

・２回目の定期点検は令和2年度に実施し、３回目の定期点検は令和7年度に実施す

る。 

・定期点検では点検記録として継続的にデータを蓄積する。 

 

②大型カルバートの定期点検は、近接目視により行うことを基本とする。また必要 

に応じて触診や打音などの非破壊検査などを併用して行う。 

・コンクリート片のうき、はく離の確認と除去 

・漏水に伴う利用者被害の有無 

 

③健全性は定期点検結果に基づき部材単位の診断および施設毎の健全性の診断を 

「表 3-2 健全性の判定区分」に示すⅠ～Ⅳの４段階で行う。 

 

 

       表 3-2 健全性の判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を

講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき

状態。 

Ⅳ 

 

緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 

 

 

名称 発行所 発行年月 

シェッド、大型カルバート等定期点検要領 
国土交通省 道路局 

国道・技術課 
令和 7.7 
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 ［2］大型カルバートの維持管理 

 

【日常点検】 

通常道路パトロールと合わせて巡視員が路上より目視により実施する。 

 

【定期点検】 

変状・異常を把握および診断を行い、当該施設に必要な措置を特定し、安全で 

円滑な交通の確保や利用者への被害の防止を図るなど、維持管理を適切に行うた 

めに必要な情報を得ることを目的に実施する。 

 

【異常時点検】 

日常点検により変状等が発見された場合に点検を実施する。 

 

 

【臨時点検】 

自然災害や事故災害などが発生した場合に、主に通行の安全を確保するために 

点検を実施する。 

 

※１ 各点検を行った結果は、所定の記録様式に記録する。 

※２ 変状の有無：目視による変状の把握には限界がある場合もあるため、必 

要に応じて触診や打音検査を含む非破壊検査技術等を適用する。 

     ※３ 打音検査の要否：初回の点検においては、表面の全面に対して打音検査 

を実施する。２回目以降の点検においては、前回の定期点検で確認され 

ている変状箇所、新たに変状が確認された箇所、対策工が施されている 

箇所およびその周辺、打継ぎ目およびその周辺に対して実施することを 

基本とする。また、附属物を取り付けるボルト・ナット等に対して実施 

する。なお、内装板、路面はハンマーによる打音検査の対象としない。 

※４ 応急対策の要否：利用者に対して影響が及ぶ可能性が高く、のちの調査 

や健全性の診断を経て本対策を実施するまでの間で、安全性が確保でき 

ないと判断された変状に対しては応急対策を適用する。なお、※５に示 

すように、調査を省略して、応急対策に代えて本対策を適用できる場合 

もある。 

※５ 調査の要否：変状原因の推定のための調査を実施し、本対策の要否およ 

びその緊急性の判定を行う必要がある場合と、変状原因が明らかであり 

（すでに調査が行われている場合も含む）、調査を省略して本対策の要 

否およびその緊急性の判定ができる場合を判断することで、調査を合理 

的に実施できる場合がある。  
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

健
全
度

ラ
ン
ク

経過年

対 症 療 法 管 理 限 界 レ ベ ル

予 防 保 全 管 理 限 界 レ ベ ル

４．長寿命化およびコスト縮減に関する基本方針 

一関市が管理する大型カルバートの維持管理は対症療法的な補修から予防保全的な補修に 

転換することを基本方針とする。 

これまで行ってきた維持管理は、損傷が深刻化（交通安全に支障をきたすような損傷が顕在 

化）した状態で大規模な補修を行ってきた。このような対症療法的な補修では多額の補修費を

要する。一方、定期的な定期点検を実施し、損傷が軽微な段階で行う予防保全的な補修は、対

症療法的な補修に比べて施設の長寿命化及び補修費のコスト縮減が可能となる。 

 

4.1 大型カルバートの修繕基本方針 

     (1)定期点検の結果に基づく健全性診断に応じた対策を実施する。 

     (2)緊急措置段階の施設（健全性Ⅳ）は、変状確認後直ちに応急対策を講じた後、変 

状１年以内に修繕（施設機能の回復）を行う。 

      (3)早期措置段階の施設（健全性Ⅲ）は、変状確認後５年以内に修繕を行う。 

(4)健全、予防保全段階の施設（健全性Ⅰ、Ⅱ）は、次回点検までの観察管理可能か 

の判断を行うとともに、予防保全対策による早期対策によるコスト縮減を図る。 

 

4.2 管理水準目標の設定 

管理水準目標を設定し、対策時期を決めることにより効率的な維持管理を図る。 

「図 4-1 管理水準時期」に定期点検での健全性ランクと管理水準を示す。 

 

健全性Ⅰでの対策：初期欠陥等の経年劣化しない経過観察可能な軽微な損傷を対 

策することで費用が増大する。 

    健全性Ⅲでの対策：構造安全性が懸念される損傷状況での対策は、損傷が進行し対 

症療法的となり修繕費用が増大する。 

 

 管理水準目標：健全性Ⅱ以上と判断された時点で対策を講ずる事で、限られた費用

の中でコスト削減を可能とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 4-1 管理水準時期 

予防保全的補修 

対症療法的補修 

通行規制  供用不可 

余裕幅 

（対策実施時期） 
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５．大型カルバートの対策 

 

5.1 令和 7年度の定期点検結果 

  令和 7 年度に実施した定期点検の結果を「表 5-1 点検結果一覧」と対策工を以下に

示す。 

 

    表 5-1 点検結果一覧 

  ※上段：健全性 下段：損傷に対する対策工 

 

 

5.2 点検結果に基づく分析結果 

令和 7年度に実施した大型カルバート定期点検より、全ての施設において早急に 

対応する必要のある損傷「健全性Ⅲ、Ⅳ」は見られず、軽微な損傷であり予防保全管理  

 が可能な施設状況である。 

    但し、外大久保カルバートのウィングに生じている漏水・遊離石灰を伴うひびわれ、萩

の森跨道橋の頂版、側壁に生じているひびわれについては、今後の劣化の進展が懸念され

ることから継続的な監視が必要と判断する。 

  

 八幡跨道橋 外山カルバート 穴ノ沢跨道橋 
外大久保 

カルバート 
萩の森跨道橋 

施設全体 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ 

カルバート

本体 

Ⅱ 

[経過観察] 

Ⅱ 

[経過観察] 

Ⅰ 

[経過観察] 

Ⅱ 

[断面修復工] 

[表面含浸工] 

Ⅱ 

[ひびわれ補修工] 

[表面含浸工] 

継手 
- 

[-] 

Ⅰ 

[経過観察] 

Ⅰ 

[経過観察] 

- 

[-] 

- 

[-] 

ウィング 

Ⅱ 

[経過観察] 

- 

[-] 

Ⅰ 

[経過観察] 

Ⅱ 

[ひびわれ補修工] 

[表面含浸工] 

Ⅱ 

[経過観察] 

[表面含浸工] 

路上 
Ⅰ 

[-] 

Ⅰ 

[-] 

Ⅰ 

[-] 

Ⅰ 

[-] 

Ⅰ 

[-] 

その他 
Ⅰ 

[経過観察] 

Ⅰ 

[-] 

- 

[-] 

- 

[-] 

Ⅰ 

[経過観察] 
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６．大型カルバートの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は更新 

 

    表 6-1 調査・点検・対策の時期と内容 

 

    

     表 6-2 30 年間の維持管理計画 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

項目 実施年度 備考 

定期点検 令和 12、17、22、27、32、37年度 33.0 百万円=5.5×6回 

長寿命化計画 令和 12、17、22、27、32、37年度 定期点検に含む 

補修設計 令和 14、19、24、29 年度 24.0 百万円=6.0×4回 

補修工事 令和 15、20、25、30 年度 80.0 百万円=20.0×4 回 

合計  137.0 百万円 

 

定期点検費用は令和 7年度の実績より。 

補修工事費は令和 7 年度に確認された損傷から、健全性Ⅱ以上の予防保全対策が必要と思われる損傷について、概算工事費（経

費含む）を算出。 

R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37

(2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055)

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

6.0 6.0 6.0 6.0

20.0 20.0 20.0 20.0

　　 年度

項目

定期点検

（百万円）

長寿命化

計画

（百万円）

補修設計

（百万円）

補修工事

（百万円）

合計

（百万円）
5.5 20.06.0 20.0 5.5 6.0 20.0 5.5 6.0 5.55.5 6.0 20.0 5.5
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７．新技術等の活用 
7.1 新技術活用等の方針 

  大型カルバートの定期点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システム

（NETIS）、新技術利用のガイドライン（案）［平成 31年 2月］、点検支援技術性能カタログ

（橋梁・トンネル）［令和 7年 4月］などを参考に、新技術等の活用を検討し、事業の効率

化やコスト縮減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 点検 

定期点検における状態の把握は、近接目視により行うことを基本としているが、近接

目視を補完、代替、充実する新技術の現場導入を積極的に推進し、点検の効率化・合理

化及びコスト縮減を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土交通省公表資料「点検支援技術の開発の方向性について」から引用 

点 検 

診 断 

措 置 

記 録 データ
ベース 

図 メンテナンスサイクル 
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② 診断 

人によって行っていた診断に代わる自動診断技術の動向を注視し、診断の効率化や

高度化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土交通省公表資料「点検支援技術の開発の方向性について」から引用 

 

③ 措置 

修繕工事において、CIM の導入推進や新技術情報提供システム（NETIS）等の新材料・

新工法の活用により、事業の効率化・省力化及びコスト縮減を目指す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンクリート補修・補強用格子鋼板筋      分割式大型ボックスカルバート 

   （NETIS：QS-150036-A）           （NETIS：KK-150044-A） 
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④ 記録 

維持管理・アセットマネジメントによるコスト縮減のため、データベースの蓄積・活

用・整備を進め、計画的なメンテナンスを実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   予防保全により、維持修繕・更新費は現在の水準の最大 1.5 倍に抑制可能 

    

※国土交通省公表資料を引用 
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7.2 定期点検での新技術等の活用 

  国土交通省は点検に関する新技術について、平成 31 年 2 月に新技術利用のガイドライ

ン（案）を策定しています。また、点検支援技術性能カタログが改定され、令和 7年 4月

時点で 357 技術が掲載されており、これらを参考に新技術の活用を検討します。 

「シェッド、大型カルバート等定期点検要領」（令和 7年 7 月）では、評価や措置の検討

に必要と考えられる情報の収集を近接目視によらない場合、「近接目視による場合と同等

の評価や検討が行える他の方法により収集する。」と示されています。 

 本市で管理している大型カルバートは、5施設全て健全性Ⅰ～Ⅱと診断されており、こ

れまでの定期点検では第三者被害が発生するような損傷は確認されていないことから、

近接目視により点検を行う必要性は比較的低いと考えられます。 

 以上より、本市では定期点検において、現在生じている損傷の進行を定量的に把握する

ことが出来る「画像解析システム」の活用を検討しました。 

 

（1）画像解析システムの活用検討 

  点検支援技術性能カタログに掲載されている技術を整理し、有効と考えられた技術

は、コンクリート構造物を撮影した写真からコンクリートに発生する「ひびわれの自動

検出」「ひびわれ幅の自動計測」等の画像解析システムです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

                        （出典：点検支援技術性能カタログ） 

  新技術の活用を検討する条件を以下に示す。 

① これまでに実施された定期点検結果から、早期の補修が必要な損傷が発生してなく、

近接目視点検の必要性が低いと判断される施設 

⇒健全性「Ⅰ」、「Ⅱ」の施設が対象 

② これまでに実施された定期点検結果から、「剥離・鉄筋露出」、「うき」、「漏水・遊離石

灰」など、第三者被害の発生に繋がる損傷が確認されていない施設 

⇒継手部に劣化が確認される外山カルバート、剥離・鉄筋露出が確認されている外大 

久保カルバートは対象外 

③ ひびわれ検出による点検が有効と判断される施設 

⇒内空全体にパネルが貼られ、コンクリート面の確認が出来ない八幡跨道橋は対象外 

   

上記より、新技術活用の対象カルバートは、画像解析システムの適用が可能と判断さ

れる『穴ノ沢跨道橋』、『萩の森跨道橋』を対象としました。 

  なお、損傷の進行により剥落等による第三者被害の発生が懸念される場合には、近接

目視点検と打音検査を追加実施し、診断を行います。 
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新技術の画像解析ソフト（富士フイルム ひびみっけ）を用いた場合の費用の試算は、

以下の通りである。ひび検出は 0.2mm 検出とし、撮影画素数は通常の横 6000 画素×縦

4000 画素、撮影範囲はオーバーラップを含んだ撮影枚数としている。 

 

表 7.2.1 対象施設と撮影枚数 

施設名 延長(m) 幅員(m) 高さ(m) 撮影枚数 備考 

穴ノ沢跨道橋 26.70 7.00 5.70 102  

萩の森跨道橋 7.10 18.70 5.00 34  

合計枚数 136  

 

表 7.2.2 画像解析費 

枚数 
単価 

(円) 

対象数 

(枚) 

画像解析費 

［ひびわれのみ］ 

(円) 

1～100 400 134 53,600 

101～1000 300 2 600 

1000～ 200 0 0 

合計 136 54,200 

 

【解析画像検出による定期点検費用の縮減効果】 

  対 象 施 設：2施設（穴ノ沢跨道橋、萩の森跨道橋） 

  新 技 術：社会インフラ画像診断サービス「ひびみっけ」 

  NETIS 登録：KT-190025-VE 

  費 用：従来の点検費用 \266,000 

        新技術活用費用 \120,800 

 

［従来方法の点検費用内訳］ 

  高所作業車リース料（2 日）：\28,000×2 日＝ 56,000 円 

  点検員・補助員(2人/日) ：\38,400×4 人＝153,600 円 

  交通誘導員(2日)     ：\14,100×4 人＝ 56,400 円 

   

点検費合計                              266,000 円 

   

 ［解析画像検出の点検費用内訳］ 

画像解析費               ：               54,200 円 

  点検員(1人/日)         ：\38,400×1 人＝ 38,400 円 

  交通誘導員(1日)     ：\14,100×2 人＝ 28,200 円 

   

点検費合計                              120,800 円 
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【解析画像検出による定期点検に期待される効果】 

   ・AI による「ひびわれ」の自動検出とすることにより、スケッチに関わる作業が削

減できるため、省力化による施工性の向上および経済性の向上が図られます。 

   ・損傷図作成に関わる作業が短縮できるため、工程の短縮および経済性の向上が図ら

れます。 

   ・高所作業車による点検と比べて少ない人員での点検が可能であり、作業の効率化の

向上が図られます。 

 

   従来の高所作業車による点検        「ひびみっけ」による点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）まとめ 

以上より、対象施設の 5施設のうち、画像解析システムの適用が可能と判断される 2施

設において新技術を適用し、今後 10年程度において次回以降の定期点検における従来技

術を用いた場合と比較して、新技術を活用することで約 15万円（45%）のコスト削減が図

られます。 

新技術の活用については今後も継続的に検討を行い、効率化・省力化及びコスト縮減を

目指します。 
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８．集約化・撤去 
 

  本市が管理している大型カルバート（管理数：5施設）は、幹線道路と集落を結ぶ (八

幡跨道橋、外山カルバート、穴ノ沢跨道橋、外大久保カルバート)及び緊急輸送道路とし

て県立病院及び集落へアクセスする (萩の森跨道橋)主要な市道上にあり、生活する市民

はもとより多くの利用者があり、日々の安全で快適な市民生活を支えるために欠かせな

い地域における基幹的な施設であります。5施設のうち 2施設（八幡跨道橋・萩の森跨道

橋）は鉄道横断施設となっており、迂回した場合には踏切を横断することとなり、交通渋

滞や事故を招く恐れがある。 

残りの 3 施設も地元住民の生活道路として利用されている路線に設置されたものであ

るため、大型カルバートの集約化・撤去は目的地までの所要時間が増加するなど、市民生

活における利便性の低下に直結することになると考えられます。 

このことから、現時点で当市が管理する施設においては集約化・撤去が困難ではありま

すが、周辺の状況や利用状況を踏まえて今後の検討課題とします。 

 

 

表 8-1 集約化・撤去の課題 

施設名 課題 

八幡跨道橋 

・迂回路は単車線でありすれ違いが困難。迂回すると所要時間

が 2分程度増加する。（迂回距離約 1.4km） 

・迂回した場合は約 650m 南側にある幅員が狭い踏切を横断する

ことになり、交通渋滞や事故発生のリスクが高まる。 

外山カルバート 
・迂回路は単車線でありすれ違いが困難。迂回すると所要時間

が 5分程度増加する。（迂回距離約 3.4km） 

穴ノ沢跨道橋 
・迂回路は 2 車線道路であり通行に支障は無いが、迂回すると

所要時間が 3分程度増加する。（迂回距離約 1.8km） 

外大久保カルバート 
・迂回路は単車線でありすれ違いが困難。迂回すると所要時間

が 3分程度増加する。（迂回距離約 1.7km） 

萩の森跨道橋 

・迂回路は 2 車線道路であり通行に支障は無いが、迂回すると

所要時間が 3分程度増加する。（迂回距離約 2.1km） 

・迂回した場合は約 750m 東側にある 2 車線幅の踏切を横断する

ことになるが、当該路線は緊急輸送路に設定されており、病

院へ繋がる道路であるため、渋滞によるリスクが高い。 
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９．計画策定担当部署 
 

   岩手県一関市建設部道路管理課 

   〒021-8501 岩手県一関市竹山町７-２ ℡ 0191-21-2111 

 


